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長寿介護課
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担当部

担当課
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事業類型

高齢者の地域での生活を支援する

一般会計

1,609
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35,18830,410
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事業番号

緊急通報体制等整備事業

123
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健康福祉部
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受益者負担 内容

事務事業名

会計区分 一般

平成１２年度以前 平成３０年度以降～事業期間

名称：　　　　

小牧市緊急通報システム事業実施要綱

3 6

地域住民組織

総合計画
分野別計

画

予算区分 2 1

保健福祉

根拠法令・個別計画

高齢者福祉

3

市が直接実施・運営

１　緊急通報装置の設置
　（１）民間の会社（1事業者）へ委託等
　　電話機本体及びペンダントのボタンを押すことにより緊急通報センター（消防署等）
　　へ自動的に通報できる装置を設置する。申請後、本人・緊急連絡先2名・協力員2名・
　　担当民生委員に設置通知を行う。また、利用廃止、休止の連絡調整、支払事務、
　　年一度の台帳更新事務がある。
　　　　※緊急通報装置（ペンダント含む）を紛失等した際は、弁済費用があります。

２　煙感知警報器の設置
　　煙感知警報器を寝室などに設置するために市職員が申請者の自宅を訪問する。
　　利用決定、電池交換、物品購入事務等がある。

目的
（対象をどの様
な状態にするの

か）

内容
（手段）

指定管理・外郭団体

緊急通報体制の整備及び煙感知警報器を設置することで、ひとり暮らし高齢者等の日
常生活の安全確保と不安の解消を図る。

名称：　　　Ｎ Ｐ Ｏ ・ そ の 他

一部又は全部委託

実施・運営
方法

従事者数

人件費

従事者数

0.30

00

0.000.00

1,6091,609

費
用

0

直接経費 27,984

費用合計

0.30

人件費
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実績

目標

実績

単位

目標

実績

目標

実績

H21

台

台

判　　　定

132 146

H22

H23H22

138

92

97

H23

153

893

8330

938

30

183 32

H21

79

893

148

業
　
　
　
　
績

人
成
果
指
標

利用者人数
（緊急通報装置）

活
動
指
標

活動指標名

年度設置台数
（緊急通報装置）

年度設置台数
（煙感知警報器）

事業目的の
達成状況

緊急通報体制の整備、及び煙感知警報機を設置し、ひとり暮らし高齢者等の日常生活
の安全確保と不安の解消を図ることができた。

755

799

年度設置者人数
（煙感知警報器）

人
135

28

事
業
の
自
己
評
価

（
一
次
評
価

)

今後の事業
の方向性

（今後の取組
み・改善計画

等）

判　　　定 A

出前講座や地区民生委員協議会の折にＰＲを行う等、周知方法についてきめ細かく行
い、緊急通報体制等整備事業の周知を図る。

今後の高齢社会において、住み慣れた地域社会の中で引き続き生活することを支援す
るために必要であると考えます。利用者数も伸びており、引き続き、現行の内容のとおり
実施します。

判定理由

市が実施(現状維持又は充実)

成果指標名

事業を廃止・
休止したとき

の影響

ひとり暮らし高齢者等が、住みなれた地域での継続した生活を安心して営むことが困難
になる。

二
次
評
価

判定理由
煙感知警報器の設置は消防法により設置が義務付けられており、本来自己負担により
設置されるべきであるため、煙感知警報器の購入は自己負担とし、取り付けは市で実施
するなどの改善の余地があるため。

B 市が実施(改善が必要)
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